
京都府高等学校文化連盟 

専門部協賛取扱要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、京都府高等学校文化連盟（以下「連盟」という。）の趣旨に賛同

する企業・大学等からの協賛の取扱いについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（協賛の対象） 

第２ 協賛する専門部の事業全般に関するもの及び京都府高等学校総合文化祭部門   

開催を対象とする。 

 

（協賛の方法及び特典） 

第３ 本連盟の各専門部は、必要に応じて企業・大学等から協賛を受けることができ

ることとする。協賛内容は、協賛金及び物品等によるものとする。 

   本連盟専門部会長（以下「専門部会長」という。）は、協賛を行う企業・大学

等に対し、協賛の規模に応じて、以下の内容の特典を提供する。 

(1) 協賛する専門部が開催する事業等への協賛名義の記載。 

    (2) 協賛する専門部の京総文部門プログラム等への広告の掲載。 

    (3) その他、本連盟が認めたもの。 

 

（協賛金及び協賛物品の使途） 

第４ 提供された協賛金・物品等の取扱いは、次のとおりとする。 

   (1) 協賛金は、当該の専門部事業の活動充実及び各種発表や大会等の運営に要

する経費等に充当する。 

   (2) 物品等（会場提供含む）は、当該の専門部事業の活動を援助・充実を図る

ために使用する。 

 

（協賛の受付期限） 

第５ 協賛の受付期限は、原則として令和３年 12 月末日とする。 

 

（特典の提供時期） 

第６ 特典の提供時期は、原則として、協賛金の納付もしくは物品等の提供を当該専

門部が確認した後とする。 



（特典の制約） 

第７ 企業・大学等は、提供された特典を第三者に移転又は譲渡してはならない。 

 

（特典の有効期間） 

第８ 第６の規定により企業・大学等へ提供する特典の有効期間は、令和４年３月末

日とする。 

 

（申込み） 

第９ 協賛を希望する企業・大学等は、「専門部協賛金申込書」及び「専門部（物品）

協賛申込書」（以下「協賛申込書」という。）により、当該の専門部会長に申し

込むものとする。 

当該専門部の京総文部門プログラムへ広告掲載を希望する場合は、広告データ

の受け渡しを行い、当該専門部にて部門プログラムを作成し広告掲載をする。 

 

（適格を欠く内容） 

第 10 専門部会長は、申込みの内容が次のいずれかに該当するときは、協賛の申込

みを受諾しない。 

 (1) 特定の政治団体、思想、宗教等の活動を目的とするもの。 

 (2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの。 

 (3) 総合文化祭の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるもの。 

 (4) その他専門部会長が不適当と認めるもの。 

 

（協賛の成立） 

第 11 専門部会長は、申込みの内容等が前項の各号に該当しないと判断したときは、

協賛申込書を提出した企業・大学等に対して、期日を定め、納付等を依頼する。 

 

（納付等の時期） 

第 12 納付等を依頼された企業・大学等は、指定された期日までに納付等を行う。 

なお、納付等に要する費用は原則として協賛する企業・大学等の負担とする。  

 

（特典提供の停止） 

第 13 専門部会長は、協賛の企業・大学等が次のいずれかに該当すると思われると

きは、特典の提供を停止することができる。 

(1) 企業・大学等の協賛内容について、不正の事実を発見したとき。 

 (2) 企業・大学等が故意又は重大な過失により本連盟又は第三者に損害を与えたと



き。 

 (3) その他専門部会長が、特典の提供を停止する必要があると認めたとき。 

 

（協賛金等の取扱い） 

第 14 前項の規定により特典の提供を停止した場合であっても、当該専門部は、企

業・大学等から納付された協賛金や提供された物品等の返還は行わないものとす

る。 

 

（賠償責任） 

第 15 協賛の企業・大学等が、次のいずれかに該当したときは、その被害者に対し、

当該企業・大学等は損害を賠償しなければならない。 

(1) 協賛の実施に当たり、自らの責めに帰すべき理由により、連盟又は第三者に

損害を与えたとき。 

(2) 第 13 の規定による特典提供の停止を受けたことにより、連盟又は第三者に

損害を与えたとき。 

 

（免責） 

第 16 協賛の企業・大学等が、第 13 の規定による特典提供の停止又は前項の規定に

よる第三者への賠償により損害を受けた場合においても、連盟はその責めを負わ

ない。 

 

（その他） 

第 17 この要領に定めるもののほか、協賛の実施に関し必要な事項は、本連盟会長

が定める。 

  

附 則 

この要領は、令和３年６月１日から施行し、令和４年３月 31 日をもって、その効

力を失う。 
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